
1/5 

質疑応答書 

 

番号 仕様書頁等 質            問 回            答 

１ 仕様書 

 

各施設の現在の電力供給会社を教えて

下さい。 

鈴与電力株式会社です。 

２ 仕様書 

 

各施設について、自動検針装置はつい

ていますか。 

ついています。 

３ 仕様書 

 

各施設について、自家発補給電力の契

約はありますか。また、ある場合は契約電

力（ｋＷ）、使用予定期間を教えて下さ

い。 

自家発補給電力の契約はありません。 

４ 説明書 

 

入札書に記載する日付は作成日でよろし

いでしょうか。 

入札説明書９(3)ウ(ｲ)に記載のとお

り、入札書の日付は提出日としてくださ

い。 

５ 説明書 

 

入札額の算定時の力率について、力率１

００％で算定してよろしいでしょうか。（力

率割引を考慮する） 

お見込みのとおりです。 

６ その他 

 

弊社は環境配慮の観点より、紙請求書に

ついては廃止、電子化へ移行しておりま

す。お客さまにはお客さま専用Ｗｅｂペー

ジにて請求書を確認頂くことになります

が、問題ありませんでしょうか。（Ｗｅｂから

ダウンロード可能） 

問題ありません。 

７ その他 

 

電子請求書が不可の方 

弊社では特別処置として紙請求書の対

応を行った場合、請求書の到着が使用

月に対し翌月の１５日前後となります。 

また、ＧＷ等長期連休時に２０日頃になる

可能性がございますが、ご承諾いただけ

ますでしょうか。 

※お支払いにつきましては、請求書受領

後３０日以内に振込となります。（年度末

でも同様） 

電子請求書の対応は可能ですが、問題あ

りません。 

８ その他 

 

ご請求について、弊社では供給施設内

にご入居されている企業様に対して個別

に請求書を発行する事が出来ません。ご

了承いただけますでしょうか？ 

 

  

問題ありません。 



2/5 

９ その他 

 

弊社の請求書は、原則、翌月１０日迄より

順次Ｗｅｂサイト上で開示、請求書受領後

３０日以内の振込となります。 

なお年度末でも同様の対応となります

が、ご了承いただけますか。 

※分散検針の施設（検針日が１日以外）

につきましても通常月と同様の対応にな

りますので、ご注意ください。 

例 ５日検針日 ２月使用分 ２／５～３／

４までの請求書→翌月４／１０頃にＷｅｂ

サイトへ掲載 

        ３月使用分 ３／５～４／４ま

での請求書→翌々月５／１０頃にＷｅｂサ

イトへ掲載 

電子化以降、紙での請求書原本の到着

はございません。 

問題ありません。 

10 その他 

 

施設において建築・増築にかかる移転は

ございますか。また、供給開始後期間中

に引き込み位置の移設・変更等、工事や

設備工事（設置・撤去を含む）のご予定

はありますでしょうか。 

また、契約開始後に発生しました工事作

業及び工事申込に関しましては工事予

定日２か月前までに弊社と協議を行って

いただくことをご了承いただけますでしょ

うか。 

※契約開始直後：直近６か月前後（２３年

４月供給開始の場合⇒対象：２２年１０月

～２３年６月） 

建築・増築にかかる移転はありません。ま

た、本回答日時点で電力の契約に影響する

ような工事の予定はありません。 

後段の質問については、契約締結後、契

約書第１８条第１項に基づく協議によります。 

11 その他 

 

開札結果について公開方法・範囲を教え

ていただけますでしょうか。 

 あるいは開札結果を開札日（あるいは

翌日）に電話かメール等でご連絡をいた

だくことは可能でしょうか。 

広島市ホームページで、落札金額を総価

のみ公表します。落札者以外の者に、個別

に開札結果の連絡を行う予定はありません。 
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12 その他 

 

当該地域を管轄する電力会社（一般送

配電事業者を含む）による「制度変更」等

の変更が行われた場合、「世界情勢や金

融・燃料費変動によって入札時との状況

の変化が発生した」事により、協議に応じ

ていただくことは可能でしょうか。 

当社は当該地域管轄電力会社と結んで

います契約内容（電気需給約款、託送供

給約款）に基づいて入札額（入札単価）

を決定しているため、協議不可の場合は

当社の入札への不参加となる場合がござ

います。 

一般送配電事業者が定める託送供給等

約款などの契約要綱の変更、あるいは法制

度の改正等により、応札額あるいは契約内

容に影響を及ぼす場合で、入札書の提出ま

でに予見できなかったものについては、影響

が及びうる事項につき変更協議をすることは

可能です。なお、入札に当たっては、入札説

明書９(3)ウ(注)などに記載している入札額の

積算に関する留意事項を十分に確認してく

ださい。 

13 その他 

 

電気利用者の利益保護の観点及び使用

状況等確認させていただくため、弊社が

落札させていただいた場合、「直近１年分

の３０分値データ」をエクセルデータにて

ご提供をお願いしております。ご対応い

ただけますでしょうか。 

データを所有しておらず、提供できませ

ん。 

14 その他 

 

※データ等をお持ちでなく提供ができな

い方のみ 

データ等をお持ちでなく提供が不可とい

うことでしたら落札時に「３０分値データ取

得についての同意書」へご捺印・ご提出

のご対応は可能となりますでしょうか。 

当該書面を提出いただくことにより広域

機関から弊社への貴施設３０分値の広域

機関より提供いただくことが可能となりま

すがこういった対応も難しいでしょうか。こ

ちらも落札後の対応となります。 

契約締結後、契約書第１８条第１項に基

づく協議によります。 

15 その他 

 

落札時、電力切替え手続きにおいて、必

要な情報を確認したく、最新請求書１ヶ月

分の写しをご提出いただくことは可能で

すか。 

現行の契約単価等、電力切替え手続に

不要な情報を黒塗りにするなどの加工をした

上で、提出することは可能です。 
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16 その他 

 

契約開始時または供給期間中に契約電

力の変更希望及び予定はございますか 

（５００ｋＷ以上の協議制契約の場合） 

⇒＋契約開始後の契約電力変更に関し

ましては、管轄エリア電力会社様の承認

が必要となりますため、ご希望に添えない

場合がございます。また、入札時の算定

条件と異なることになるため、弊社からあ

わせて単価変更のご提示と協議をご依頼

する場合がございます。ご了承ください。 

ありません。 

17 その他 

 

契約電力が１施設で５００ｋＷ以上（協議

制）の施設については、契約開始前に仕

様書記載の契約電力を超過した場合、

仕様書記載の契約電力での申込が一般

送配電事業者に却下される可能性がご

ざいます。その場合は超過した契約電力

でのご契約となりますがご了承いただけ

ますでしょうか。 

契約書第８条第１項に基づく協議により決

定します。 

18 その他 

 

今現在の契約電力と２０２２年１２月～２０

２３年１１月の１年間の最大需要電力の実

績値をご教示願います。 

例： 

契約電力：○○ｋＷ 

最大需要電力実績：２０２３年８月 ○○ｋ

Ｗ 

契約電力：８７８ｋＷ 

最大需要電力実績： 

２０２２年１２月 ７０７ｋＷ 

２０２３年１月  ７６４ｋＷ 

２０２３年２月  ７０２ｋＷ 

２０２３年３月  ４９６ｋＷ 

２０２３年４月  ３１７ｋＷ 

２０２３年５月  ３８０ｋＷ 

２０２３年６月  ６５９ｋＷ 

２０２３年７月  ８０３ｋＷ 

２０２３年８月  ８７８ｋＷ 

２０２３年９月  ８４５ｋＷ 

２０２３年１０月 ４８５ｋＷ 

２０２３年１１月 ３８５ｋＷ 
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19 説明書 

 

落札後５日以内の契約締結について期

間の調整は可能でしょうか。また、郵送状

況等での遅れも日数内に含まれるのでし

ょうか。 

※入札説明書、仕様書等すでにご記載

の内容に関する質問もございますが、確

認のため今一度ご教示いただけますと幸

いです。 

お手数おかけしますがよろしくお願いい

たします。 

入札説明書に記載のとおり、落札決定し

た日から５日以内の日付で契約書を取り交

わしてください。 

 

注  この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。 

 


